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国富町告示第43号 

 令和３年国富町議会第３回定例会を次のとおり招集する 

    令和３年８月30日 

                                国富町長 中別府尚文 

１ 期 日  令和３年９月３日 

２ 場 所  国富町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

中村 繁樹君          穂寄 満弘君 

谷口  勝君          三根 正則君 

日髙 英敏君          山内 千秋君 

武田 幹夫君          近藤 智子君 

飯干 富生君          河野 憲次君 

緒方 良美君          横山 逸男君 

渡邉 靜男君                 

────────────────────────────── 

○９月７日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○９月10日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○９月16日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和３年 第３回（定例）国 富 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和３年９月３日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        令和３年９月３日  午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

      報告第３号 令和２年度国富町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 日程第４ 承認第４号 専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第２号）〕について 

 日程第５ 承認第５号 専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第３号）〕について 

 日程第６ 承認第６号 専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第４号）〕について 

 日程第７ 認定第１号 令和２年度国富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 認定第２号 令和２年度国富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第９ 認定第３号 令和２年度国富町綾川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第10 認定第４号 令和２年度国富町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第11 認定第５号 令和２年度国富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第12 認定第６号 令和２年度国富町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第13 認定第７号 令和２年度国富町水道事業会計剰余金の処分及び令和２年度国富町水

道事業会計決算の認定について 

 日程第14 議案第47号 令和３年度国富町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第15 議案第48号 令和３年度国富町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第16 議案第49号 令和３年度国富町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第17 議案第50号 令和３年度国富町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第18 議案第51号 令和３年度国富町水道事業会計補正予算（第１号）について 
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 日程第19 議案第52号 国富町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 日程第20 議案第53号 国富町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第54号 国富町税条例の一部を改正する条例について 

 日程第22 議案第55号 国富町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第23 同意第５号 公平委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 日程第24 同意第６号 教育委員会の委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

 日程第25 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

      報告第３号 令和２年度国富町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 日程第４ 承認第４号 専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第２号）〕について 

 日程第５ 承認第５号 専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第３号）〕について 

 日程第６ 承認第６号 専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第４号）〕について 

 日程第７ 認定第１号 令和２年度国富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 認定第２号 令和２年度国富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第９ 認定第３号 令和２年度国富町綾川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第10 認定第４号 令和２年度国富町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第11 認定第５号 令和２年度国富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第12 認定第６号 令和２年度国富町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第13 認定第７号 令和２年度国富町水道事業会計剰余金の処分及び令和２年度国富町水

道事業会計決算の認定について 

 日程第14 議案第47号 令和３年度国富町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第15 議案第48号 令和３年度国富町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい
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て 

 日程第16 議案第49号 令和３年度国富町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第17 議案第50号 令和３年度国富町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第18 議案第51号 令和３年度国富町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第19 議案第52号 国富町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 日程第20 議案第53号 国富町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第54号 国富町税条例の一部を改正する条例について 

 日程第22 議案第55号 国富町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第23 同意第５号 公平委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 日程第24 同意第６号 教育委員会の委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

 日程第25 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 中村 繁樹君       ２番 穂寄 満弘君 

３番 谷口  勝君       ４番 三根 正則君 

５番 日髙 英敏君       ７番 武田 幹夫君 

８番 近藤 智子君       ９番 飯干 富生君 

10番 河野 憲次君       11番 緒方 良美君 

12番 横山 逸男君       13番 渡邉 靜男君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

６番 山内 千秋君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 武田 二雄君     主幹兼議事調査係長  夏目 卓治君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 
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町長 …………………… 中別府尚文君   副町長 ………………… 横山 秀樹君 

教育長 ………………… 荒木 幸一君   総務課長 ……………… 重山 康浩君 

企画政策課長 ………… 大矢 雄二君   財政課長 ……………… 矢野 一弘君 

税務課長 ……………… 松岡  徳君   町民生活課長 ………… 菊池 潤一君 

福祉課長 ……………… 桑畑 武美君   保健介護課長 ………… 坂本  透君 

農林振興課長 ………… 日髙 佑二君   農地整備課長 ………… 横山 寿彦君 

都市建設課長 ………… 吉岡 勝則君   上下水道課長 ………… 福嶋 英人君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 横山 香代君 

教育総務課長 ………… 児玉 和弘君   社会教育課長 ………… 佐藤 利明君 

学校給食共同調理場所長 …………………………………………………… 佐土原敏郎君 

監査委員 ……………… 山口  孝君                      

────────────────────────────── 

午前９時29分開会 

○議長（渡邉 靜男君）  おはようございます。第３回定例会の開会に先立ちまして一言ご挨拶

を申し上げます。 

 現在、国内においては新型コロナウイルスの感染第５波により、感染力の強いデルタ株への置

き換わりが加速し、全国的に爆発的な感染拡大が広がっています。緊急事態宣言が２１都道府県

に、まん延防止等重点措置が１２県に発令中であり、危機的な感染拡大状況下にございます。 

 本県もまん延防止等重点措置が対象地域として初適用されました。県独自の緊急事態宣言も発

令中で、県内全域の飲食店等に時短営業が要請されているところでございます。 

 本町は感染が急拡大している宮崎市に隣接し、経済、生活圏も同一エリア内にあることから、

町民一人一人が最大限の危機意識を持って感染防止対策を徹底しなければならないと考えます。

町民の皆様のご理解とご協力、そして我慢を心からお願いを申し上げます。 

 さて、東京オリンピックが８月８日に閉幕し、現在は東京パラリンピックが開催中でございま

す。新型コロナウイルスの影響で難しい大会運営となっておりますが、選手の皆さんは困難な状

況下で力を尽くし、全世界の人々に夢と希望・感動を与えてくれております。競技後の選手のイ

ンタビューでは、一様に大会関係者、監督、コーチ、家族等への感謝という言葉が涙ながらに発

せられ、特に印象に残るコメントでございました。 

 それでは、第３回定例会には、町長提出議案としまして報告が１件、承認が３件、決算の認定

が７件、補正予算が５件、条例関係が４件、同意が２件、諮問が１件でございます。また、一般

質問につきましては、４名の議員が通告をされております。 

 なお、議事の進行に当たりましては、効率的な運営ができますよう、議員並びに執行部の皆様
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にご協力をお願い申し上げまして、挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員数は１２名です。定足数に達しておりますので、令和３年国富町議会第

３回定例会を開会いたします。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（渡邉 靜男君）  日程第１、会議録の署名議員を指名します。 

 今期定例会の会議録署名議員は、国富町議会会議規則第１２２条の規定によりまして、穂寄満

弘君、河野憲次君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（渡邉 靜男君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の決定のとおり、本日から９月

１６日までの１４日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡邉 靜男君）  異議なしと認めます。 

 したがいまして、会期は本日から１６日までの１４日間に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（渡邉 靜男君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、町長から報告第３号についてお願いをいたします。 

○町長（中別府尚文君）  おはようございます。 

 それでは、ただいま議題となりました報告第３号について御説明いたします。 

 報告第３号「令和２年度国富町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」は、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき、別紙のと

おり報告するものであります。 

 以上、報告いたします。 

○議長（渡邉 靜男君）  次に、議会諸般の政務については、別紙の報告書のとおりであります

ので、ご了承ください。 

 次に、今期定例会に受理した陳情及び陳情に類するものは、会議規則第９１条の規定により、

お手元に配付しました文書表のとおり、所管の常任委員会に付託をすることになりましたので、
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報告します。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．承認第４号 

日程第５．承認第５号 

日程第６．承認第６号 

日程第７．認定第１号 

日程第８．認定第２号 

日程第９．認定第３号 

日程第１０．認定第４号 

日程第１１．認定第５号 

日程第１２．認定第６号 

日程第１３．認定第７号 

日程第１４．議案第４７号 

日程第１５．議案第４８号 

日程第１６．議案第４９号 

日程第１７．議案第５０号 

日程第１８．議案第５１号 

日程第１９．議案第５２号 

日程第２０．議案第５３号 

日程第２１．議案第５４号 

日程第２２．議案第５５号 

日程第２３．同意第５号 

日程第２４．同意第６号 

日程第２５．諮問第１号 

○議長（渡邉 靜男君）  日程第４、町長提出、日程第４の承認第４号から日程第６の承認第

６号、日程第７の認定第１号から日程第１３の認定第７号まで、並びに日程第１４の議案第

４７号から日程第２５の諮問第１号までの２２件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中別府尚文君）  ただいま、議題となりました承認第４号から諮問第１号までについて、

一括してご説明いたします。 

 その前に、監査委員に一言お礼を申し上げます。 

 令和２年度決算を認定に付するに当たりましては、監査委員のお二方には、本町の財務に関す
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る事務を長期間にわたり慎重に審査をいただきました。そのご苦労に対しまして、厚くお礼を申

し上げます。審査の過程でご指導いただきましたことは、今後十分留意しまして、より適切な事

務の執行に努めてまいります。 

 それでは、承認第４号「専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第２号）〕につい

て」ご説明いたします。 

 本件につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、県下全ての圏域で８月１４日

から８月２４日まで、飲食店等へ営業時間短縮がされたことに伴う協力金及びその対象とならな

い町内商工業者への支援金の支給について、令和３年度国富町一般会計補正予算（第２号）を議

決する必要が生じましたが、同補正予算の議決について議会を招集する時間的余裕がないため、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分しましたので、ここに議会の承認を求めるも

のであります。 

 補正の内容としましては、営業時間短縮に伴う協力金として１,８１５万円、その対象となら

ない町内商工業者への支援金として１,９００万円を追加するもので、これに充てる財源は国・

県支出金、地方交付税を見込んでおり、補正後の予算規模は８９億１,４７９万８,０００円とな

ります。 

 次に、承認第５号「専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第３号）〕について」は、

県による営業時間短縮等が８月２５日から８月３１日まで延長されたことに伴う協力金の追加支

給について、令和３年度国富町一般会計補正予算（第３号）を議決する必要が生じましたが、同

補正予算の議決について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の

規定により専決処分しましたので、ここに議会の承認を求めるものであります。 

 補正額は、営業時間短縮要請協力金１,１５５万円で、これに充てる財源は国・県支出金を見

込んでおり、補正後の予算規模は、８９億２,６３４万８,０００円となります。 

 次に、承認第６号「専決処分〔令和３年度国富町一般会計補正予算（第４号）〕について」は、

県による営業時間短縮等要請期間が９月１日から９月１２日までさらに延長されたことに伴う協

力金の追加支給について、令和３年度国富町一般会計補正予算（第４号）を議決する必要が生じ

ましたが、同補正予算の議決について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分しましたので、ここに議会の承認を求めるものであります。 

 補正額は、営業時間短縮要請協力金１,９８０万円で、これに充てる財源は国・県支出金を見

込んでおり、補正後の予算規模は８９億４,６１４万８,０００円となります。 

 次に、認定第１号「令和２年度国富町一般会計歳入歳出決算の認定について」ご説明いたしま

す。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が全世界の政治・経済・社会に大きな影響を及ぼし
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た１年となりました。我が国でも国民の命と暮らしを守るため、国による新型コロナウイルス感

染症緊急経済対策や国民の命と暮らしを守る安全と希望のための総合経済対策により累次の補正

予算が編成され、あらゆる分野において取組が強化されました。 

 本県においても宮崎市を中心に感染拡大が続き、緊急事態宣言発令に伴う行動自粛要請等が出

されたことにより、観光産業をはじめ、農林水産業、製造業、商業などに大きな影響が及び、地

域経済活動に多大なる損失が生じたところであります。 

 また、本町は宮崎市と隣接する地勢にあって、社会経済活動や人流も密接に関係することから、

多くの町民に対し外出自粛要請による行動制限や感染予防対策へのご理解、ご協力をお願いする

こととなりました。 

 特に、児童生徒の健康・安全を確保するための小中学校の臨時休業、あるいは学校行事の制限、

また感染リスクが高いとされた高齢者に配慮するため、老人福祉施設の閉館や、シニア元気アッ

プ運動教室等の開催等もやむなく中止せざるを得ませんでした。 

 さらには、総合町民祭をはじめ、様々なイベントや地域行事なども中止や延期、あるいは規模

縮小せざるを得なくなったことは大変残念でありました。 

 しかしながら、町内の多くの皆様がボランティアで生活困窮世帯に対する支援や児童生徒への

ケア、子ども食堂の開設とこれに対する食材等の提供のほか、「宅食くにとみ・つむぎ便」によ

る食材の配達などにもご尽力いただきましたことは、大変ありがたく感謝の念に堪えません。改

めて厚くお礼申し上げます。 

 こうしたコロナ禍における背景を踏まえ、今決算は、新型コロナウイルス感染症対策を中心と

した決算となりました。 

 本町では、昨年３月に感染予防対策費を専決処分により予算計上し、以来１４回の補正予算を

計上し、例年にない様々な事業に取り組んでまいりましたが、この間、議会にも幾度となく補正

予算の審議に応じていただき、ご理解とご協力を賜りました。心から感謝を申し上げます。 

 令和２年度決算における新型コロナウイルス感染症対策の主な取組としましては、国民一律

１０万円の特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金の支給をはじめ、高齢者施設、児童

福祉施設、医療関係施設への感染防止対策を支援したほか、緊急経済対策では、感染拡大を防止

するための外出自粛要請により営業活動に影響を受けた飲食店への支援として、時短要請協力金

の支給や家賃補助、さらにはテイクアウト事業を推進するためのプレミアム商品券の発行事業な

どに取り組みました。 

 また、地域経済全体を活性化するために県と連携して取り組んだ３０％プレミアム付き商品券

を発行したほか、低迷する畜産農家や花農家への消費・流通を支援するための経済支援などにも

取り組みました。 
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 一方、小中学校施設内での新型コロナウイルス感染防止のため、小中学校トイレの洋式化やコ

ロナ禍におけるオンライン授業を見据えた児童生徒へのタブレット・パソコン整備も進めました。 

 さらには新型コロナウイルス感染症を契機に加速する情報化社会への変革に対応するため、高

度無線環境整備事業により町内未設置地域への光ファイバーの整備を行うなど、ウイズコロナ時

代を意識した取組も行ったところです。 

 その結果、本町の新型コロナウイルス感染症対策に要した経費の総額は、２５億７０８万

３,０１９円となりましたが、その財源のほとんどは国・県支出金及び新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用することで対応することができました。 

一方、新型コロナウイルス感染症対策以外でも、人口減少対策をはじめ、少子高齢化対策、地域

経済の活性化、気候変動の影響による自然災害への対応など、直面する課題にも向き合い、持続

可能なまちづくりを進めるため、財政状況の厳しい中にあっても、町民の皆様が将来に希望を持

ち、安心安全な暮らしが実現できるよう全力で取り組んできたところであります。 

 令和２年度の事業を幾つか挙げてみますと、まず、最重要課題である人口減少対策では、平成

３０年度から継続的に取り組んでいる若者定住促進事業により、令和２年度は４０件、１２２人

の方々が町内への定住に結びついたほか、中学生までの子供医療費の完全無料化や、独り親世帯

の子育て支援など、子育て世代にとって住みやすいまちづくりを進めながら、さらなる移住・定

住対策に取り組みました。 

 安心安全対策では、国の制度事業を活用し、稲荷仮屋原線ほか１路線、牛の宮山下線の道路改

良に着手したほか、町道萩原川上線の町単道路改良を継続して実施しました。 

 また、国の公共施設等適正管理推進事業による舗装補修工事や防災・安全社会資本整備総合交

付金事業によるのり面補修工事など、より快適な道路環境づくりに努めました。 

 さらに、災害用備蓄品の充実、道路・橋梁の長寿命化補修、木造家屋の耐震化、ため池の整備、

消防積載車の更新などにも継続的に取り組んだところです。 

 商工業振興対策では、町民の生活支援及び町内商工業活性化のため、経済・生活支援対策事業

や店舗リフォーム事業を実施したほか、ふるさと納税制度を活用した地元産品の消費拡大に積極

的に取り組んだ結果、２億７,９３１万６,６００円という過去最大の寄附金の実績を上げたとこ

ろです。 

 農畜産業の振興では、深刻化する農家の高齢化や担い手不足を解消するため、農業次世代人材

投資資金の交付や未来を拓く就農者育成支援事業、産地生産基盤パワーアップ事業費補助による

施設園芸農家の支援や畜産競争力強化整備事業費補助による規模拡大支援など、次世代を担う農

業後継者や新規就農者の育成に力を入れ、本町農業の未来を担う若い力を育てる取組を行いまし

た。 
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 また、林業分野では、森林環境譲与税を活用し、林地台帳管理システムの構築、木材利用の普

及促進を目的に、子どもセンターに木育遊具を導入したほか、有害鳥獣による農産物被害の拡大

を防止するための取組を強化しました。 

 健康づくり対策では、各種関係機関とともにコロナ感染予防に全力で取り組みながらも、総合

健診事業をはじめ、妊産婦乳児検診事業など、広く町民に対して検診事業や保健指導を行ったほ

か、予防接種や各種がん検診事業にも引き続き取り組みました。 

 また、高齢化対策では、来たる超高齢社会に対応するため、高齢者の保健事業と介護予防事業

の一体的な実施に向け、保健師を新たに採用し、課題の整理や分析、効果的な支援策の研究に取

り組みました。 

 さらに介護保険事業では、地域で認知症を支える体制づくりや医療と介護をつなぐ仕組みづく

りなど、社会福祉協議会や地域包括支援センターと連携した超高齢社会への体制づくりに取り組

んだところです。 

 生活環境面では、し尿や浄化槽汚泥を投入する前処理施設を供用開始し、合併処理浄化槽の整

備と併せて、快適な生活を営むための生活環境整備に取り組みました。 

 教育分野では、学校の臨時休業あるいは学校行事等に様々な制限が生じたところであり、児童

生徒の心身のケアにも十分配慮しながら学校運営に当たったところですが、教育の振興では、学

習指導要領による外国語教育の充実を図るため、ネイティブな英語授業を行うためのＡＬＴを増

員し、小中学校でも本場の英語を学ぶ機会を増やしました。 

 また、教育環境の整備では、本庄小学校の長寿命化改修工事に着手し、安心安全で快適な学校

施設の整備にも取り組んだところです。 

 それでは、一般会計の決算の概要を申し上げます。 

 まず、決算額につきましては、歳入総額１１９億５,５８５万４,５７４円、歳出総額１１５億

６,４１０万２,８７８円で、前年度と比較して、歳入が２４億１,２１３万４,８０８円、歳出が

２３億２,２３４万５,１４６円、それぞれ増額となっております。これは、新型コロナウイルス

感染症対策事業が大きく影響しております。 

 決算収支につきまして、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は３億９,１７５万

１,６９６円で、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は３億６,６２１万

３,６９６円の黒字となっています。なお、実質収支のうち、１億８,４００万円は財政調整基金

に積み立てることとしております。 

 次に、主な財政指標につきましては、財政力指数は０.５１で前年度と同じであります。 

 経常収支比率は８９.０％で、前年度より６.０ポイント低下しております。主な要因としまし

ては、分母となる歳入では、主要一般財源である地方交付税の増収があったこと、一方、分子で
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ある歳出では、公債費の減や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各種事業等が中止となり、当

初計画していた経常的な事業の実施ができなくなったことから経常的経費が減少したため、比率

が大きく減少したことによるものと考えております。 

 最後に、地方公共団体財政健全化法における財政指標につきましては、令和２年度健全化判断

比率及び資金不足比率の報告書に、４つの指標を掲載しておりますが、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率は、本町の一般会計と特別会計は実質収支が全て黒字であるため赤字の比率は発生し

ておりません。 

 実質公債費比率は９.７％で、前年度より０.６ポイント低下しております。将来負担比率も

９０.７％で、前年度より３.６ポイント低下しております。いずれも指標の低下が見られ、国の

基準による健全な財政の範囲内に位置しております。 

 以上、一般会計の決算の概要を申し上げましたが、令和２年度の財政運営に当たっては、これ

までに経験したことのない新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、町民の安心安全と

日々の暮らしに生きがいを感じられるまちづくりを目指し、誠心誠意取り組んだところでありま

す。 

 議会の皆様をはじめ町民各位には、多大なるご支援、ご協力をいただきましたことに、改めて

感謝を申し上げますとともに、今後とも健全な財政維持に努めながら、効率的かつ効果的な行財

政運営に心がけてまいりたいと考えております。 

 次に、認定第２号「令和２年度国富町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、

令和２年度の決算規模は、歳入総額３億３,２００万４４円、歳出総額３億２,３２０万

９,６１２円で、前年度と比較して、歳入が５億８,３３６万２,３２０円、歳出が５億８,２９１万

２,３４７円それぞれ減少しております。減少した主な理由は、工事請負費の減によるものであ

ります。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに８７９万４３２円の黒字となっておりま

す。 

 次に、認定第３号「令和２年度国富町綾川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」、令和２年度の決算規模は、歳入総額１,０５７万８,５７４円、歳出総額９４３万

２,７８０円であります。 

 歳入につきましては、令和２年度雑用水使用料金、令和元年度繰越金及び諸収入であります。 

 歳出につきましては、一般管理費７２８万４,７９６円、施設管理費２１４万７,９８４円とな

っております。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに１１４万５,７９４円の黒字となってお

ります。 
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 次に、認定第４号「令和２年度国富町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」、令和２年度の決算規模は、歳入総額２６億２,９７８万８,２７０円、歳出総額２５億

８,７９６万７,１７２円で、前年度と比較して、歳入が９,８３４万４,４０７円、歳出が１億

３,６８４万５,８７３円、それぞれ減少しております。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに４,１８２万１,０９８円の黒字となって

おります。 

 歳入の主なものは、県支出金１７億７,２１９万７,１０５円、国民健康保険税４億９,５０１万

６,２３１円、繰入金３億４,１６０万９,５６１円、歳出の主なものは、保険給付費１７億

４,０６２万８,３７９円、国民健康保険事業費納付金７億８,５３０万９,８０６円であります。 

 次に、認定第５号「令和２年度国富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、

令和２年度の決算規模は、歳入総額２億５,１７３万７,２３５円、歳出総額２億４,８９３万

１,１８２円で、前年度と比較して、歳入が１,９９７万４,１６１円、歳出が１,９５１万

３,７６１円、それぞれ増加しております。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに２８０万６,０５３円の黒字となってお

ります。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料１億５,９２６万７,０００円、繰入金８,９５１万

３,３８２円であります。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金２億４,２１６万２,７３６円で、歳出総額

の９７.３％を占めております。 

 次に、認定第６号「令和２年度国富町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、令和

２年度の決算規模は、歳入総額２４億５,２０１万８,１２４円、歳出総額２４億２,５１０万

４,２６７円で、前年度と比較して、歳入が１,４９６万７,９９０円増加し、歳出が１,１６１万

４９９円減少しております。 

 決算収支につきましては、形式収支、実質収支ともに２,６９１万３,８５７円の黒字となって

おります。 

 歳入の主なものは、介護保険料３億９,９６８万４,４００円、国庫支出金６億４,２９３万

３,５５１円、支払基金交付金６億１,７５５万７,７５８円、繰入金５億１０６万５,８４９円で

あります。 

 歳出の主なものは、保険給付費２１億９,７１４万２,３５８円、地域支援事業費１億

３,２１６万９,８４１円となっております。 

 次に、認定第７号「令和２年度国富町水道事業会計剰余金の処分及び令和２年度国富町水道事

業会計決算の認定について」、剰余金の処分につきましては、資本的収支の不足額を減債積立金
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から３,７１６万６,５８６円取り崩して対応しております。この取り崩し額と同額を自己資本金

へ組み入れ、３,０００万円を減債積立金へ積み立てる剰余金処分（案）をご提案いたします。 

 決算状況につきましては、消費税及び地方消費税抜きの収益的収支では、収入４億３,１２０万

９,０９０円、支出３億５,０９９万７,６１１円で、前年度と比較して、収入が５４８万

４,８４８円増加し、支出が３,５１７万７,１７７円減少したことから、８,０２１万

１,４７９円の純利益を生じております。 

 資本的収支では、収入９,３４２万７,８０６円、支出２億８,８２７万８,３９６円で、前年度

と比較して、収入が９９２万７,８０６円、支出が９３９万８,８５９円それぞれ増加し、不足と

なる１億９,４８５万５９０円につきましては、損益勘定留保資金等で補填いたしました。 

 主な事業としましては、令和２年度建設改良工事で嵐田地区配水管布設替工事や森永浄水場送

水ポンプ更新工事を、令和元年度繰越分で県道高鍋高岡線道路改良に伴う配水管布設替工事や県

道旭村木脇線道路改良に伴う配水管布設替工事を実施いたしました。 

 利用状況については、区域内の給水人口が１万８,６８７人と、前年度に比べて１３４人の減

となり、現在給水区域内人口に対する普及率は９９.５％となっております。 

 次に、議案第４７号「令和３年度国富町一般会計補正予算（第５号）について」は、新型コロ

ナウイルスワクチン接種に係る事業費の追加や人事異動に伴う人件費の増減額の補正のほか、国

や県の制度事業の導入に伴う事業費の追加や町単独事業、災害復旧事業に要する経費を補正する

もので、補正額は１億７,２１９万１,０００円、補正後の予算規模は９１億１,８３３万

９,０００円となります。 

 以下、その主なものについて概要をご説明いたします。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策関連では、ワクチン接種に係る対象者の年齢引下げと接

種事業期間の延長に伴い、ワクチン接種等委託料及び事業実施に係る経費を追加するほか、感染

拡大防止を図るための人流抑制等により、業績に影響を受けている公共交通事業者等への事業支

援金を計上しております。 

 国・県の制度事業では、本町農業の未来を担う若い力を育てるため、認定・新規就農者に対す

る農業次世代人材投資資金を追加するほか、国の公共施設等適正管理推進事業への採択を受け、

舗装補修工事費を計上しております。 

 その他、町単独事業では、現在通園している乳幼児が特別児童扶養手当の対象となったため、

障害児保育事業費補助金を計上するほか、ＡＰハウス建設予定者の増加に伴う施設園芸ハウス建

設支援事業費補助金や、繁殖牛の増頭を計画している畜産農家への繁殖牛施設建築事業費補助金

などを追加しております。 

 災害復旧事業では、昨年６月から７月にかけての梅雨前線豪雨で被災した生活道の災害復旧費
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を計上しております。 

 以上、補正の概要を申し上げましたが、これに充てる財源は、国県支出金３,１７０万円、繰

越金６,４９９万９,０００円、町債７,４８０万円などを見込んでおります。 

 次に、議案第４８号「令和３年度国富町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」は、歳入につきましては、前年度繰越金の追加を行うものであります。歳出につきましては、

職員人件費の減額と、需用費及び委託料の追加を行うものであります。 

 補正額は２６９万７,０００円で、補正後の予算規模は３億４,２４９万７,０００円となりま

す。 

 次に、議案第４９号「令和３年度国富町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」は、職員人件費の増額と、過年度交付金等の確定に伴う保険給付費等の追加を主に行うもの

であります。 

 補正額は５８５万６,０００円で、補正後の予算規模は２５億３,７８１万９,０００円となり

ます。 

 次に、議案第５０号「令和３年度国富町介護保険特別会計補正予算（第１号）について」は、

職員人件費の減額と、令和２年度介護給付費負担金等の確定に伴う国・県等への返還金の追加を

主に行うものであります。 

 補正額は、３,２６２万５,０００円で、補正後の予算規模は２５億３,７３２万５,０００円と

なります。 

 次に、議案第５１号「令和３年度国富町水道事業会計補正予算（第１号）について」は、収益

的収支のうち、職員人件費の追加を行うものであります。 

 補正額は４３０万１,０００円で、補正後の予算規模は７億１,５４８万５,０００円となりま

す。 

 次に、議案第５２号「国富町特定個人情報保護条例の一部を改正する条例について」及び議案

第５３号「国富町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について」は、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、法

律の条文に号ずれ等が生じたことによる関係条文の改正を行うものであります。 

 次に、議案第５４号「国富町税条例の一部を改正する条例について」は、地方税法等の一部改

正及び産業競争力強化法等の一部改正に伴うものでありますが、第１に、令和６年度以後の個人

住民税から適用となる、国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直しに係る改正、第２に、

医療費控除の特例を５年間延長する措置及び医療費控除特例制度の対象医薬品の見直しに係る改

正、第３に、先端設備を導入する企業等の固定資産税償却資産分の優遇措置をする経済産業省関
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係省令の改正に伴う改正を行うものであります。 

 次に、議案第５５号「国富町手数料徴収条例の一部を改正する条例について」は、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号カー

ドの再交付手数料を地方公共団体情報システム機構が徴収することができるようになったことに

よる関係条文の改正を行うものであります。 

 次に、同意第５号「公平委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて」は、令

和３年１１月５日をもって任期満了となります宮川久幸氏を再度選任するため提案するものであ

ります。 

 提案いたします宮川氏は、人格高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解

があり、かつ、人事行政に関する識見も高く、適任者であると考えますので、地方公務員法第

９条の２第２項の規定に基づき、ここに議会の同意を求めるものであります。 

 次に、同意第６号「教育委員会の委員の任命につき議会の同意を求めることについて」は、令

和３年１１月５日をもって任期満了となります山本憲一氏を再度任命するため提案するものであ

ります。 

 提案いたします山本氏は、人格高潔で教育に関する識見も高く、適任者であると考えますので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、ここに議会の同意を求

めるものであります。 

 次に、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」は、

令和３年１２月３１日をもって任期満了となります落合眞蔵氏を再度推薦するため、ここに提案

するものであります。 

 提案いたします落合氏は、人格・識見ともに高く、人権擁護委員としてふさわしい方であると

考えますので、ここに議会の意見を求めるものであります。 

 以上、概要をご説明いたしましたが、補足説明の必要なものにつきましては、主管課長に説明

いたさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（渡邉 靜男君）  補足説明を求めます。矢野財政課長。 

○財政課長（矢野 一弘君）  それでは、議案第４７号「令和３年度国富町一般会計補正予算

（第５号）」につきまして、補足説明をいたします。 

 予算書の１ページを御覧いただきたいと思います。 

 第１条におきまして、今回の補正額は１億７,２１９万１,０００円を追加するものとなってお

ります。 

 第２条の地方債の補正につきましては、６ページに掲載しておりますので、６ページのほうを

お開きください。 



- 17 - 

 第２表地方債補正の１追加につきましては、昨年６月から７月にかけ発生しました梅雨前線豪

雨により被災した生活道に係る過年発生単独災害復旧事業の財源としまして、町債を追加するも

のであります。 

 また、２変更の道路橋梁整備事業については、起債事業として認められました舗装補修事業に

係る財源について、町債の限度額を変更するものであります。 

 続いて、事項別明細書、歳入の１７ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の１６款国庫支出金、１項国庫負担金、３目衛生費負担金の新型コロナウイルスワ

クチン接種費負担金１,０１０万８,０００円ですが、ワクチン接種対象者の年齢引下げと接種事

業期間の延長に伴うワクチン接種委託料に係る国庫負担金であります。 

 また、２項国庫補助金、３目衛生費補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

補助金６９１万６,０００円は、ワクチン接種事業の期間延長に伴う事務費や資材等借り上げ料

に対するものです。 

 なお、歳出では、４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費に予算を計上しております。 

 次に、１７款県支出金、２項県補助金、１目総務費補助金の市町村交通事業者支援事業費補助

金７３６万円は、感染拡大防止のための人流抑制等により営業実績に影響を受けた公共交通事業

者等への支援金のうち、県からの補助金を計上しております。 

 また、４目農林水産業費補助金の農業次世代人材投資資金４２０万円は、次世代を担う認定新

規農業者の増員に伴うもので、次の県産農畜水産物学校給食提供推進事業費補助金３０７万円は、

コロナ禍におけるインバウンド消費や外食需要の減少に伴い、地産地消及び応援消費の促進を図

るため、町内産牛肉を学校給食に提供するための県補助金であります。いずれも歳入歳出同額の

補正となっております。 

 次に、２１款繰越金６,４９９万９,０００円ですが、これは令和２年度繰越金のうち、今回の

補正予算に要します一般財源の必要額を計上しております。 

 続いて、１８ページをお願いいたします。 

 ２３款町債につきましては、先ほど地方債補正で説明したとおりですが、歳出では、道路維持

費、公共土木施設災害復旧費で、対象経費を計上しております。 

 続いて歳出の説明となりますが、歳入で説明したものにつきましては割愛させていただきます。 

 また、全体にわたりまして人件費等に係る予算の補正が計上されておりますが、これは本年

４月の人事異動によります各費目に過不足が生じているための補正であります。 

 それでは２１ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１０目諸費の１１節役務費の広告料４００万円です。コロナ禍

において消費が減少している地元産返礼品の消費拡大を促すため、ふるさと納税サイトでのＰＲ
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広告を強化するための経費となっております。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、２目老人福祉費の２２節償還金利子及び割引料についてですが、

それぞれ令和２年度事業費の確定に伴いまして、国・県支出金の返還金を計上しているものにな

ります。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、７目農地地の１０節需用費の緊急土地改良施設維持補修費

２１０万円ですが、農業用施設の老朽化等によりまして補修箇所が増えているため、これに対す

る補修費を追加するものとなっております。 

 続いて２６ページをお願いいたします。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、２目道路維持費の１４節工事費。７,５００万円ですが、国の

制度事業を活用した舗装補修工事費と町単独での側溝改修工事費を計上しております。 

 続いて２７ページをお願いいたします。 

 ４項住宅費、１目住宅管理費の１０節需用費の修繕料です。定住促進住宅の空き住戸の有効活

用を図るため、内装等を補修するための経費を計上しております。 

 続いて２８ページをお願いいたします。 

 ９款教育費の２項小学校費、２目教育振興費の１８節負担金補助及び交付金の授業目的公衆送

信補償金ですが、これはＩＣＴを活用した教育を推進するため、著作物の利用円滑化と著作権者

の利益保護とのバランスを取るため、補償金を一括で支払うことで、著作物を無許諾利用できる

ようにするための補償金を計上するものです。 

 なお、次の中学校費についても同様の予算を計上しております。 

 ４項社会教育費、２目社会教育施設費、１０節需用費の修繕料１５０万円ですが、主に改善セ

ンター内のトイレの手洗い、小便器の自動水洗化を図るための経費を計上しております。 

 また、１４節工事請負費の改善センター調理室改修工事ですが、施設の老朽化や衛生面で改修

が必要な調理室の調理台の更新、給排水及びガス管の改修、床の張替え、電気工事等を行うため

の費用となっております。 

 最後に、今回の一般会計補正予算（第５号）に計上しております側溝改修工事、舗装補修工事、

単独災害復旧工事に係る工事等の予定箇所につきましては、議会資料の１ページに掲載しており

ますので、御覧ください。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（渡邉 靜男君）  ほかに補足説明ございませんか。 

 この際、令和２年度決算認定に対する監査委員の審査報告を求めます。山口代表監査委員。 
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○監査委員（山口  孝君）  おはようございます。監査委員を代表いたしまして、令和２年度

国富町一般会計、令和２年度国富町公共下水道事業特別会計、令和２年度国富町綾川雑用水管理

事業特別会計、令和２年度国富町国民健康保険事業特別会計、令和２年度国富町後期高齢者医療

特別会計、令和２年度国富町介護保険特別会計及び令和２年度国富町水道事業会計の各決算につ

いて、審査の結果をご報告申し上げます。 

 まず、審査に当たりましては、一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、事項別明細書、実質

収支に関する調書及び財産に関する調書が、関係法令に基づいて様式等が作成されているか、計

数は正確であるか、決算書と事項別明細書の間で予算現額、収入済み額及び支出済み額等の金額

は一致しているか、翌年度繰越額は繰越計算書の金額と一致しているか、違法または不当な支出

はないか、元年度決算における２年度への繰越金は相違なく２年度の歳入に計上されているか、

収入・支出科目の誤りはないか、予備費充用及び予算流用の理由や手続は正確であるかなど、関

係書類による照合を行いました。 

 あわせて、予算の執行状況及び決算の内容について、事業の実施状況や不用額発生の要因等、

関係職員から説明を求め、現地調査も実施するとともに、年度比較による増減の内容等を審査い

たしました。 

 次に、水道事業会計の審査に当たっては、決算書類について地方公営企業法及びその他関係法

令に基づいて作成されているかを確認し、それらの計数が正確であるか、経営成績及び財政状態

を適正に表示しているかなど、関係書類による照合を行いました。 

 あわせて、決算の内容、事業の執行状況等について、関係職員から説明を求めるとともに、年

度比較による経営内容等を審査いたしました。 

 詳細につきましては、提出しております令和２年度国富町決算審査意見書に記載しております

ので、概要について申し上げます。 

 最初に、一般会計についてであります。 

 決算額は、歳入総額１１９億５,５８５万４,５７４円、歳出総額１１５億６,４１０万

２,８７８円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は３億９,１７５万１,６９６円で、

形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源（繰越明許費繰越額）２,５５３万８,０００円を差し引

いた実質収支は、３億６,６２１万３,６９６円の黒字となっております。 

 さらに、単年度収支は７,７７７万１,６６２円の黒字、実質単年度収支は５,０９４万

６,３３８円の赤字となっております。 

 次に、公共下水道事業特別会計について、決算額は、歳入総額３億３,２００万４４円、歳出

総額３億２,３２０万９,６１２円で、決算収支については、形式収支、実質収支ともに８７９万

４３２円の黒字となっております。 



- 20 - 

 次に、綾川雑用水管理事業特別会計について、決算額は、歳入総額１,０５７万８,５７４円、

歳出総額９４３万２,７８０円で、決算収支については、形式収支、実質収支ともに１１４万

５,７９４円の黒字となっております。 

 次に、国民健康保険事業特別会計について、決算額は、歳入総額２６億２,９７８万８,２７０円、

歳出総額２５億８,７９６万７,１７２円で、決算収支については、形式収支、実質収支ともに

４,１８２万１,０９８円の黒字となっております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について、決算額は、歳入総額２億５,１７３万７,２３５円、

歳出総額２億４,８９３万１,１８２円で、決算収支については、形式収支、実質収支ともに

２８０万６,０５３円の黒字となっております。 

 次に、介護保険特別会計について、決算額は、歳入総額２４億５,２０１万８,１２４円、歳出

総額２４億２,５１０万４,２６７円で、決算収支は、形式収支、実質収支ともに２,６９１万

３,８５７円の黒字となっております。 

 次に、水道事業会計について、税抜きで収益的収入額４億３,１２０万９,０９０円に対し、収

益的支出額は３億５,０９９万７,６１１円で、差引き８,０２１万１,４７９円の純利益を生じて

おります。この純利益に、前年度繰越利益剰余金７,０２２万３,０９４円及びその他未処分利益

剰余金変動額３,７１６万６,５８６円を加えた１億８,７６０万１,１５９円が２年度未処分利益

剰余金となります。 

 また、資本的収入及び資本的支出については、資本的収入額９,３４２万７,８０６円から資本

的支出額２億８,８２７万８,３９６円を差し引き、１億９,４８５万５９０円の不足を生じてお

ります。この不足額は、当年度分損益勘定留保資金等で補填されております。 

 以上、令和２年度各会計の決算審査に当たりましては、初めにも申し上げましたが、歳入歳出

ともに綿密に関係帳簿及び証書類と照合し、慎重に審査を行いました。 

 その結果、一般会計、公共下水道事業特別会計、綾川雑用水管理事業特別会計、国民健康保険

事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計及び水道事業会計を通じて、決算に

おける計数に誤りはなく、関係書類もよく整理され、会計経理は適正であったことを認めました。 

 また、水道事業会計については、経営成績及び財政状態を適正に表示していることを認めまし

た。 

 次に、地方自治法第２４１条第５項に規定する基金の運用状況については、適正に運用されて

おり、各基金の運用状況調書の係数はいずれも正確であったことを認めました。 

 令和２年度行財政の運営は、非常に厳しい状況の中にあって、人口減少対策や高齢化対策、安

心安全対策をはじめ、各方面において町民福祉の増進が図られたものと認められます。 

 最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に
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より審査に付された、令和２年度決算に基づく国富町健全化判断比率及び資金不足比率等の書類

は、審査の結果、いずれも適正に作成されているものと認められますので、別冊で配布いたして

おります審査意見書のとおり報告いたします。 

 以上、審査の概要を申し上げましたが、あわせまして、決算審査に対します関係各位のご協力

に感謝申し上げまして、審査報告といたします。 

○議長（渡邉 靜男君）  監査委員におかれましては、このコロナ禍の中での膨大な調書の取り

まとめや、きめ細かな分かりやすい審査意見書の作成等で激務の連日であったと思います。誠に

ご苦労さまでございました。心からご慰労を申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（渡邉 靜男君）  以上をもちまして本日の日程は全て終了をいたしました。 

 よって、本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。 

午前10時31分散会 

────────────────────────────── 

 


